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�
が
ん
ば
れ
新
潟　

�新
潟
県
中
越
地
震
支
援
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
Ｂ
Ｂ
Ｃ
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ッ
ク
管
弦
楽
団

□問
 

・
申
込：

チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
実
行
委
員
会

！

第
１
４
５
回

　

傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
直
接
会
場

へ
お
い
で
下
さ
い
。

○
日
時　
　

月　

日
（
水
）
午
前　

時

１１

２４

１０

か
ら

○
会
場　

中
町
第
三
庁
舎
３
階
第
２
・

３
会
議
室

○
定
員　
　

人
（
先
着
順
）

１０

□問
 

都
市
計
画
課
11
７
０
９
・
０
５
６
１

町
田
市
都
市
計
画
審
議
会

戦傷病者手帳身体障害者手帳介護保険被保険者証
障がい
の程度障がい名障がい

の程度障がい名障がい
の程度障がい名障がい

の程度障がい名要介護状態区分

特別
項症
～
第３
項症

心　臓
じん臓
呼吸器
ぼうこう
直　腸
小　腸

特別
項症
～
第２
項症

両下肢
体　幹

１・３級

心　臓
じん臓
呼吸器
ぼうこう
直　腸
小　腸

１・２級
両下肢
体　幹
移動機能

要介護　５
※注意１　介護保険の認定
は有効期間が定めてあり、
更新の手続きが必要なため、
更新のたびごとに新規申請
の手続きが必要です。 １～３級免　疫
代理記載制度について
　上記のいずれかに該当され、かつ身体障害者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が１級また
は戦傷病者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第２項症までである者として記
載されている方で、ご自身で字を書くことが困難な方は、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に
届け出た者（選挙権を有する者に限る）に投票に関する記載をさせることができる制度です。
※手帳の級が上記級であっても、手帳に複数の障がい名または、表以外の障がい名が記載さ
　れている場合は該当しないこともあります。

こ
の
果
肉
の
食
べ
方
は
、
黒
い
種
子
が

た
く
さ
ん
含
ま
れ
て
い
る
が
、
甘
い
果

肉
と
一
緒
に
飲
み
込
ん
で
し
ま
う
。

　

ア
ケ
ビ
は
果
肉
を
食
べ
る
以
外
に
、

果
実
の
皮
を
油
い
た
め
に
し
て
食
用
に

す
る
。
好
き
な
人
に
は
、
ほ
ろ
苦
さ
が

た
ま
ら
な
い
と
い
う
。

　

ア
ケ
ビ
の
実
は
、
小
鳥
た
ち
に
と
っ

て
も
大
層
な
ご
馳
走
で
、
食
べ
た
後
、

種
子
は
糞
と
い
っ
し
ょ
に
あ
ち
こ
ち
に

運
ば
れ
る
。
小
さ
い
実
生
苗
は
地
面
を

這
っ
て
い
る
が
、
や
が
て
、
栄
養
分
を

蓄
え
て
く
る
と
、
本
来
の
つ
る
植
物
ら

し
く
這
い
上
が
る
。

　

昔
か
ら
丈
夫
な 
蔓 
は
、
籠
な
ど
の
ア

つ
る

ケ
ビ
細
工
に
使
わ
れ
て
い
る
。
特
に
ミ

ツ
バ
ア
ケ
ビ
は
地
面
を
這
う
よ
う
に
蔓

が
生
え
る
性
質
が
あ
り
、
こ
れ
が
よ
い

材
料
に
な
る
そ
う
だ
。

　

ア
ケ
ビ
の
名
は
、
開
肉
（
ア
ケ
ミ
）

か
ら
で
、
実
が
熟
す
と
口
を
開
け
て
、

中
の
肉
を
見
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。

　

普
段
ア
ケ
ビ
の
実
を
見
つ
け
る
の
は

な
か
な
か
難
し
い
。
実
を 
啄 
み
に
来
た

つ
い
ば

ヒ
ヨ
ド
リ
等
の
賑
わ
い
に
、
蔓
に
ぶ
ら

下
が
っ
た
ア
ケ
ビ
を
教
え
て
も
ら
っ
た

も
の
だ
。

（
南
大
谷
・
長
島
靖
彦
）

　

鳥
飛
ん
で
そ
こ
に 
通  
草 
の

あ
け 
び

　
　
　

あ
り
に
け
り　

（
虚
子
）

　

大
き
く
育
っ
た
ア
ケ
ビ
の
実
生
苗

を
、
庭
の
片
隅
の
小
棚
に 
這 
わ
せ
て
五

は

年
。
今
年
初
め
て
一
房
に
二
個
の
実
を

つ
け
た
。
二
年
程
前
か
ら
花
は
咲
き
は

じ
め
た
が
、
実
は
つ
か
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
今
年
は
、
近
所
か
ら
雄
花
を
持
っ

て
き
て
、
雌
花
の
柱
頭
に
花
粉
を
付
け

て
や
っ
た
。
効
果
て
き
め
ん
で
あ
っ

た
。

　

じ
つ
は
我
が
家
の
ア
ケ
ビ
は
、
「
ミ

ツ
バ
ア
ケ
ビ
」
と
い
う
の
が
正
し
い
名

（
そ
の　

）
261

ミ

ツ

バ

ア

ケ

ビ

前
で
、
葉
は
小
葉
三
枚
を
持
つ
種
類

だ
。
和
名
「
ア
ケ
ビ
」
の
方
は
小
葉
が

五
枚
で
あ
る
。
た
ま
に
ア
ケ
ビ
と
ミ
ツ

バ
ア
ケ
ビ
の
雑
種
と
思
わ
れ
る
も
の
が

あ
り
、
同
じ
茎
に
、
三
や
五
枚
の
小
葉

を
持
っ
た
複
葉
が
混
じ
る
株
も
あ
る
。

　

花
は
単
性
花
で
同
じ
花
房
に
雄
花
と

雌
花
を
つ
け
る
。
花
期
は
春
。
花
の
つ

く
り
は
、
花
弁
が
無
く
三
枚
の
紫
の
ガ

ク
片
に
囲
ま
れ
た
丸
く
六
個
の
雄
し
べ

を
持
っ
た
雄
花
が
花
房
に
群
れ
、
そ
の

根
元
に
雌
花
を
つ
け
る
。
雌
花
は
、
大

き
い
三
枚
の
紫
の
ガ
ク
片
に
囲
ま
れ

て
、
中
央
に
三
〜
六
つ
の
子
房
を
持

つ
。

　

一
般
に
ミ
ツ
バ
ア
ケ
ビ
の
方
が
花
の

色
は
濃
く
、
雌
花
の
つ
く
数
が
少
な
い

よ
う
だ
。
そ
の
た
め
か
、
果
実
は
大
き

く
、
紫
色
の
果
皮
も
鮮
や
か
に
色
づ
く

も
の
が
多
い
。

　

果
実
は
熟
す
と
、
果
皮
が
割
れ
、
中

に
餅
の
よ
う
な
白
い
果
肉
が
の
ぞ
く
。

野
趣
豊
か
な
山
か
ら
の
甘
い
贈
り
物

H１６．１０．１７
かしの木山自然公園にて撮影

　

市
内
の
中
小
企
業
者
ま
た
は
、
市
内

で
新
た
に
事
業
を
始
め
る
中
小
企
業
者

が
事
業
資
金
を
調
達
す
る
た
め
、
市
と

取
扱
金
融
機
関
と
の
提
携
及
び
信
用
保

証
機
関
の
協
力
に
よ
り
実
施
す
る
も
の

で
す
。

　

な
お
、
審
査
に
時
間
が
か
か
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
年
内
融
資
を
希
望

さ
れ
る
時
は
ご
相
談
下
さ
い
。

　

取
り
扱
い
は
次
の
金
融
機
関
の
町
田

市
内
に
あ
る
支
店
で
行
っ
て
い
ま
す
。

○
取
扱
金
融
機
関　

八
千
代
・
横
浜
・

三
井
住
友
・
み
ず
ほ
・
東
京
都
民
・
り

そ
な
・
東
日
本
の
各
銀
行
、
城
南
・
横

浜
・
芝
の
各
信
用
金
庫
、
町
田
市
農
業

協
同
組
合

※
金
融
機
関
、
信
用
保
証
機
関
の
審
査

に
よ
り
、
融
資
で
き
な
い
場
合
も
あ
り

ま
す
。

□問
 

経
済
振
興
課
11
７
２
４
・
２
１
２
９

※バリアフリー化整備資金、環境改善整備資金及び緊急資金は他の資金と重複して申し込みができます。融資資格確認書を発行しますので、事前にご相談下さい。
※この制度は、信用保証機関（東京信用保証協会）の保証が必要です。また、信用保証機関の指示により上表のほかに保証人を要することもあります。
※信用保証料の約１／２を５万円を限度（バリアフリー化整備資金及び環境改善整備資金は全額）として融資時に補助します。また利子については（　）内の利率
　による額を年２回に分け補助します。

町 田 市 中 小 企 業 融 資 制 度 概 要
保 証 人融 資 期 間 ・ 返 済 方 法融 資 利 率融資限度額融 資 の 種 類

法人は代表者
個人の連帯保
証が必要

５年以内（６か月の据置期間を含む）割賦返済年利２．２％（１．５％）

１，０００万円

運 転 資 金
７年以内（６か月の据置期間を含む）割賦返済設 備 資 金

７年以内（１２か月の据置期間を含む）割賦返済年利１．８％（１．８％）バリアフリー化整備資金
環 境 改 善 整 備 資 金

年利２．０％（１．５％）開 業 資 金

５年以内（６か月の据置期間を含む）割賦返済　５００万円緊 急 資 金
年利２．２％（１．５％）小 規 模 企 業 特 別 資 金

町町町町町町町町町町町町町町 田田田田田田田田田田田田田田 市市市市市市市市市市市市市市町 田 市
中中中中中中中中中中中中中中小小小小小小小小小小小小小小企企企企企企企企企企企企企企業業業業業業業業業業業業業業中小企業
融融融融融融融融融融融融融融資資資資資資資資資資資資資資制制制制制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度度度度度融資制度

ご利用下さい

ひ
と
り
親
家
庭
へ

　

母
子
家
庭
や
父
子
家
庭
な
ど
ひ
と
り

親
家
庭
に
対
し
て
、
医
療
費
を
助
成
し

ま
す
。 医

療
費
を
助
成
し
ま
す

日
ま
で
に
手
続
き
を
し
て
下
さ
い
。

○
提
出
期
間　
　

月　

日
（
木
）
〜　

１１

１１

２４

日
（
水
）

※
土
・
日
曜
日
を
除
く
。

□問
 

子
ど
も
総
務
課
11
７
２
４
・
２
１
４

３ご
利
用
下
さ
い

高
齢
者
緊
急
通
報
・

火
災
安
全
シ
ス
テ
ム

【
高
齢
者
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
】

　
　

歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
ま
た
は
高

６０
齢
者
の
み
の
世
帯
で
あ
っ
て
、
慢
性
疾

患
等
に
よ
り
常
時
注
意
を
要
す
る
状
態

に
あ
り
、
緊
急
時
外
部
と
の
連
絡
が
取

れ
な
い
方
に
対
し
高
齢
者
緊
急
通
報
シ

ス
テ
ム
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

方
式
は
①
消
防
庁
方
式
②
民
間
方
式

の
２
つ
が
あ
り
ま
す
。
①
は
緊
急
時
に

ボ
タ
ン
を
押
す
と
消
防
署
に
連
絡
が
入

り
、
状
況
に
よ
り
緊
急
通
報
協
力
員
が

駆
け
つ
け
る
と
同
時
に
緊
急
車
両
が
急

行
し
ま
す
。
②
は
緊
急
時
に
ボ
タ
ン
を

押
す
と
民
間
受
信
セ
ン
タ
ー
に
連
絡
が

入
り
、
近
く
を
走
行
し
て
い
る
タ
ク
シ

ー
が
駆
け
つ
け
る
と
同
時
に
民
間
受
信

セ
ン
タ
ー
か
ら
の
通
報
に
よ
り
、
状
況

に
よ
っ
て
緊
急
車
両
が
急
行
し
ま
す
。

　

利
用
に
は
費
用
負
担
が
か
か
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

【
高
齢
者
火
災
安
全
シ
ス
テ
ム
】

　
　

歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
ま
た
は
高

６０
齢
者
の
み
の
世
帯
で
あ
っ
て
、
心
身
機

能
の
低
下
や
居
住
環
境
等
か
ら
防
火
の

配
慮
が
必
要
な
方
に
対
し
、
火
災
安
全

シ
ス
テ
ム
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

火
災
発
生
時
に
室
内
の
煙
ま
た
は
熱

を
火
災
警
報
機
に
よ
り
感
知
し
、
室
内

と
外
部
に
警
報
ブ
ザ
ー
で
知
ら
せ
る
と

同
時
に
、
消
防
署
に
自
動
通
報
し
て
緊

急
車
両
を
呼
び
消
火
活
動
等
を
行
い
、

生
活
の
安
全
を
確
保
し
ま
す
。

　

な
お
、
利
用
に
あ
た
っ
て
は
消
防
庁

方
式
の
緊
急
通
報
事
業
と
の
併
用
利
用

が
条
件
と
な
り
ま
す
。

　

他
に
単
品
と
し
て
自
動
消
火
装
置
や

電
磁
調
理
器
、
新
築
・
改
築
家
屋
に
設

１１
月
１２
日
〜
２５
日
は
女
性
に
対
す
る�

　
　
　
　
　
　
暴
力
を
な
く
す
運
動
期
間
で
す�！�

犯
罪
、
売
買
春
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の

女
性
に
対
す
る
暴
力
は
、
女
性
の
人
権

を
著
し
く
侵
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
決

し
て
許
さ
れ
な
い
も
の
で
す
。

　

男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ
ー
で
は
、
女

性
悩
み
ご
と
相
談
（
専
用
電
話
11
７
２

１
・
４
８
４
２
）
を
実
施
し
、
女
性
に

対
す
る
暴
力
の
問
題
等
の
相
談
に
あ
た

っ
て
い
ま
す
。

□問
 

男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ
ー
11
７
２
３

・
２
９
０
８

　

内
閣
府
で
は
、
「
女
性
に
対
す
る
暴

力
を
な
く
す
運
動
」
期
間
を
設
け
、
シ

ン
ボ
ル
マ
ー
ク
を
定
め
て
、
女
性
に
対

す
る
暴
力
の
根
絶
を
呼
び
か
け
て
い
ま

す
。

　

夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
、
性

女性に対する暴力をなく
す運動（内閣広報室提供）

　

土
・
日
曜
日
も
開
所
し
て
い
ま
す
。

　

小
田
急
線
町
田
駅
ビ
ル
（
小
田
急
百

貨
店
）
３
階

○
開
所
日
時　

水
〜
金
曜
日
＝
午
前　
１０

○郵便等による不在者投票とは？
　身体に重度の障がいがあり、投票所へ行くことが困難な方が、郵
便等のやりとりによって自宅等で投票できる制度です。
○該当となる方は？
　代理記載制度の該当者を除いてご自身で字を書くことができ、下
記のいずれかに該当される方
①介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護５である者とし
　て記載されている方　※注意１
②身体障害者手帳をお持ちの方で下記表の障がいに該当する者とし
　て記載されている方
③戦傷病者手帳をお持ちの方で下記表の障がいに該当する者として
　記載されている方
○申請方法は？
　いつでも申請できます。
　選挙管理委員会にある申請書にご記入のうえ、介護保険の被保険
者証、身体障害者手帳または戦傷病者手帳を添えて申請して下さい
（申請書は郵送もします）。該当となる方に郵便等投票証明書を交
付します。
○ご注意
　申請後、郵便等投票証明書を交付するまでに２か月程度かかるこ
ともあります。特に選挙直前だと間に合わないこともあります。申
請はお早めに！

□問 選挙管理委員会11７２４・２１６８

置
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
火
災
警
報
機
の

給
付
も
あ
り
ま
す
。

　

利
用
に
は
そ
れ
ぞ
れ
費
用
負
担
が
か

か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◇

　

詳
細
は
お
近
く
の
在
宅
介
護
支
援
セ

ン
タ
ー
ま
た
は
高
齢
者
福
祉
課
（
11
７

２
４
・
２
１
４
６
）
へ
。

時
〜
午
後
７
時
、
土
・
日
曜
日
＝
午
前

　

時
〜
午
後
５
時

１０□問
 

市
民
課
駅
前
連
絡
所
11
７
３
２
・
０

７
７
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【
該
当
す
る
方
は
申
請
を
】

○
対
象　

①
ひ
と
り
親
家
庭
の
父
ま
た

は
母
（
配
偶
者
が
な
く
、
現
に　

歳
未

１８

満
の
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
方
）
②
父

ま
た
は
母
に
障
が
い
の
あ
る
家
庭
（
身

体
障
害
者
手
帳
の
１
・
２
級
及
び
３
級

の
一
部
）
③
父
ま
た
は
母
が
１
年
以
上

の
拘
禁
、
ま
た
は
遺
棄
さ
れ
て
い
る
家

庭
④
両
親
が
い
な
い
児
童
を
養
育
し
て

い
る
養
育
者

○
助
成
の
範
囲　

医
療
機
関
で
支
払
う

べ
き
保
険
診
療
の
自
己
負
担
分
を
助
成

（
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
世
帯
は

一
部
負
担
金
有
り
）

※
申
請
者
及
び
そ
の
扶
養
義
務
者
（
同

居
の
父
・
母
な
ど
）
の
所
得
制
限
が
あ

り
ま
す
。
所
得
限
度
額
や
申
請
に
必
要

な
添
付
書
類
な
ど
詳
細
は
子
ど
も
総
務

課
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

【
現
況
届
の
提
出
を
】

　

す
で
に
助
成
を
受
け
て
い
る
方
は
、

更
新
の
た
め
、
現
況
届
の
提
出
が
必
要

で
す
（
用
紙
は
送
付
済
み
で
す
）
。
期

　

市
で
は
、
転
入
者
や
希
望
者
に
配
布

し
て
い
る
市
内
地
図
「
ま
ち
だ
ガ
イ

ド
」
に
、
市
民
生
活
に
関
連
の
深
い
内

容
の
広
告
を
募
集
し
ま
す
。

○
応
募
資
格　

市
内
に
事
業
所
等
を
有

す
る
事
業
主
で
、
市
税
の
滞
納
の
な
い

方○
募
集
期
間　
　

月　

日
（
木
）
〜　

１１

１１

２５

日
（
木
）

○
広
告
掲
載
料　

４
万
円
（
タ
テ　
　３８
mm

×
ヨ
コ　
　

）

９０
mm

○
募
集
件
数　

４
件

○
応
募
で
き
な
い
も
の　

①
ま
ち
だ
ガ

イ
ド
の
公
共
性
や
品
位
を
損
な
う
お
そ

れ
の
あ
る
も
の
②
公
序
良
俗
に
反
す
る

お
そ
れ
の
あ
る
も
の
③
風
営
法
第
２
条

に
該
当
す
る
も
の
④
政
治
・
宗
教
に
関

す
る
も
の
⑤
個
人
・
団
体
等
の
意
見
広

告
を
内
容
と
す
る
も
の
⑥
法
令
の
規
定

に
違
反
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
、
等

で
す
。

※
ご
希
望
の
方
に
は
、
応
募
説
明
書
等

を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
ま
ず
広
報
広

聴
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

□問
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